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「次世代育成支援対策推進法」及び「女性の職業生活における活躍の 
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特定事業主行動計画の策定について  

 

次代の社会を担う子どもたちが健やかに生まれ、育てられる環境の整備を図るため、１０

年間の時限立法として、平成１５年７月に「次世代育成支援対策推進法」（以下｢次世代法｣

という。）が制定され、本市は、職員が安心して子育てをしていくことができるよう、職場

環境を向上させるとともに、地域社会における子育て支援にも積極的に参加することにより、

社会全体の子育てしやすい環境づくりに貢献することを目的に「黒石市特定事業主行動計画」

を策定しました。 

その後、仕事と子育てが両立できる環境の更なる改善と充実を目的として次世代法が改正

され、期限が令和６年度まで延長されました。 

また、平成２７年９月に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（以下「女

性活躍推進法」）が施行され、女性の活躍を推進するための行動計画の策定が義務付けられ

ました。女性の活躍の推進は、次世代育成支援を進める上でも非常にかかわりが深く重要と

なっているため、これまで策定してきた次世代法に基づく行動計画の中に女性活躍推進法に

基づく項目を取り入れ、平成２８年度に一体化した計画としました。 

本市では、これまでも職員のワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の充実を図

るため、計画に定める項目に取り組んできましたが、依然として未達成の項目もあることか

ら、引き続き全ての職員が性別や年齢などにかかわりなく、仕事と家庭の両立を皆で支え合

い、個々の能力を十分発揮できるよう、令和５年度以降の計画を新たに策定し、取り組んで

いきます。 

計画期間  

令和５年度から令和７年度までの３年間とします。 

対象職員  

 本計画の策定主体である特定事業主を次のとおりとし、所属する全職員を対象とし

ます。 

特定事業主…市長、市議会議長、農業委員会会長、選挙管理委員会委員長、代表監

査委員、教育委員会教育長 

 



 

 

１  子育てしやすい環境の整備  

 全ての職員が子育て支援制度について理解を深め、妊娠中や子育てを行う職

員が安心して制度を利用できる職場環境をつくります。  

 

（１） 子育て支援制度の周知 

    育児休業及び休暇、深夜勤務及び時間外勤務の制限、早出遅出勤務などの各種制度

への理解を深めるため、「給与事務便覧」に詳細を記載し、グループウェアで共有す

ることにより、全職員に対して子育て支援制度の周知と理解に努めます。 

    

（２） 育児休業等の取得推進のための取組 

    職員や家族が妊娠した職員に対し、各種休暇制度の説明を個別に行うことで仕事と

子育ての両立に向けての職員の不安解消に努めるとともに、職員の育児休業等の取得

意向確認を行い、職員の積極的な育児休業等の取得を促します。 

また、妊娠中や子育てを行う職員が安心して育児休業等を取得できる職場環境の構

築を目指し、育児休業等を取得する職員が所属する部署に代替職員を配置します。 

 

配偶者出産休暇、育児参加休暇の取得状況 

   
  H30 R1 R2 R3 R4 

配偶者出産休暇 
取得人数 3人 4人 4人 1人 1人 

取得率 100.0% 66.7% 66.7% 20.0% 14.3% 

育児参加休暇 
取得人数 1人 2人 3人 1人 2人 

取得率 33.3% 33.3% 50.0% 20.0% 28.6% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標１ 配偶者出産休暇、育児参加休暇取得率 

子どもの出生時に父親となる職員が出産や育児に関する休暇（配偶者出産休暇：3

日、育児参加休暇：５日）を取得する割合を、令和７年度までに１００％とすること

を目標にします。 



 

 

 

育児休業取得率 

     

  H30 R1 R2 R3 R4 

男性 
取得人数 1人 0人 0人 2人 1人 

取得率 33.3% 0.0% 0.0% 40.0% 14.3% 

女性 
取得人数 5人 2人 6人 8人 4人 

取得率 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

育児休業取得期間（令和４年度） 

   

  
３月以下 ３月超 

６月以下 

６月超 

９月以下 

９月超 

１年以下 
１年超 

男性 取得人数   1人       

女性 取得人数     1人 8人 2人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標２ 育児休業取得率 

育児休業の取得率を令和７年度までに恒常的に男性職員３０％、女性職員１００％

とすることを目標にします。また、育児短時間勤務制度の周知と取得促進を図ります。 



 

 

２  ワーク・ライフ・バランスの推進  

職員の健康保持及びワーク・ライフ・バランスの観点から、年次有給休暇

の取得促進及び時間外勤務等の縮減に努めます。  

 

（１） 年次有給休暇の確実な取得 

働き方改革関連法により、年１０日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し

て、年５日の年次有給休暇を取得させることが使用者の義務となっていることから、

全職員が年５日の年次有給休暇を必ず取得するよう、周知徹底を図ります。 

計画的に年次有給休暇を取得できるよう、年間業務スケジュールの早めの提示や、

業務遂行体制の工夫や見直しを行い、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備に努め

ます。 

 

（２） 連続休暇の取得推進 

職員が家族との旅行、イベント参加、スポーツなどの機会を通じて家族とのふれあ

いを深めることができるよう、夏季休暇（６月から１０月までに４日）や国民の祝日

と年次有給休暇を組み合わせた連続休暇の取得を推進します。 

 

（３） 時間外勤務時間の上限の厳守と時間外勤務縮減に向けた意識改革 

    各職員の超過勤務時間数については、例外を除いて１か月４５時間かつ１年３６０

時間以内であることの周知と遵守の徹底を図るとともに、定時退庁の推進に努めます。    

また、人事担当課においては、事務量等について各課等からのヒアリングを実施し、

部署間での業務量の平準化に努めます。 

 

（４） 事務の簡素合理化の推進 

事務事業の積極的な見直しを実施するとともに、AI-OCR や RPA などを活用した

業務効率化の推進に努めます。 

 

 

 

 

 

 



 

 

年次有給休暇の取得状況 

   
  H30 R1 R2 R3 R4 

取得日数 10.0日 11.2日 10.6日 10.8日 10.8日 

※勤務条件調査より 

     

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標３ 年次有給休暇の取得日数 

職員１人当たりの年次有給休暇の取得日数を、令和７年度までに 12 日とすること

を目標にします。 



 

 

３  女性の活躍推進に向けた取組  

仕事を通して女性が個性や能力を発揮し、活躍できる職場を目指すための

取組を行うことで、性別や年齢に関係なく全ての職員が働きやすい職場を目

指します。  

 

（１） 女性職員のキャリア形成支援 

係長級、主幹級、課長補佐級、課長級、部長級の役職段階ごとの人材確保を念頭に

おいて人材育成を行います。 

また、女性職員のみを対象とした研修（青森県自治研修所、市町村アカデミー等）

への派遣を積極的に推進し、キャリアアップを支援します。 

 

（２） 子育てや介護を行う職員への配慮 

子育てや介護を行う職員の中には、勤務時間等に制限が生じる場合もあることから

本人の意向を確認し、人事異動等について配慮します。 

 

（３）ハラスメントの防止に向けた取組 

ハラスメントに該当する行為を徹底して排除するとともに、ハラスメントの未然防

止に努めることで良好な職場環境の創出を目指し、令和３年３月に「黒石市ハラスメ

ント防止指針」を策定し、総務課内に相談窓口を設置しました。 

人事担当課は、男女が共に働きやすい職場環境を築くため、管理職を含めた職員全

体を対象とした、セクシュアル・ハラスメントやパワー・ハラスメント等を防止する

ための学習機会を提供するとともに、相談窓口の周知に努めます。 

また、ハラスメントの防止について、職員に繰り返し周知し、徹底を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

管理職に占める女性職員の割合・各役職段階に占める女性職員の割合 

  H30 R1 R2 R3 R4 

管理職割合 2.9% 5.4% 10.3% 13.2% 10.5% 

部局長・次長相当職 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

課長相当職 3.8% 7.1% 13.3% 17.2% 13.8% 

課長補佐相当職 32.8% 37.7% 40.7% 41.7% 41.4% 

係長相当職 47.3% 49.1% 44.7% 44.9% 42.6% 

 

 

 目標４ 管理職に占める女性職員の割合 

管理職の地位にある職員に占める女性割合を、令和７年度まで毎年１０％以上とす

ることを目標とします。 


